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こ
れ
に
関
連
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
領
事
報
告

Q
O
N
N
3
で
あ
る
。
こ
の
史

料
分
析
を
通
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
捲
保
物
件
法
、
破
産
法
が
数
力
を
渡
揮
し
た
上

海
租
界
が
蛍
時
の
中
園
社
曾
全
般
に
輿
え
て
い
た
「
衝
撃
」
を
明
ら
か
に
し
、

従
来
辛
亥
革
命
前
夜
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
な
か
っ
た
こ
の
恐

慌
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一
三
世
紀
ア

ン
グ
ル
シ
ア
の
「
分
配
蓋
帳
」

村

靖

子

田

一
一
一
一
世
紀
に
入
っ
て
、
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
靭
が
弱
鐙
化
す
る
と
、
カ
ス
テ
ィ
l
リ

ャ
、
ア
ラ
ゴ
ン
爾
園
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ
は
急
速
に
進
み
、
同
世
紀
の
終
わ
り
ま

で
に
は
後
の
グ
ラ
ナ
ダ
王
園
の
領
土
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
こ
の
世
紀
に
キ
リ
ス

ト
数
徒
に
占
領
さ
れ
た
諸
都
市
は
、
ム
ス
リ
ム
住
民
の
逃
亡
、
追
放
の
た
め
、

祉
曾
活
動
の
携
い
手
が
失
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
カ
ス
テ
ィ

l
リ
ャ
王
は
、
速

や
か
に
臣
民
を
入
植
さ
せ
る
べ
く
、
所
有
者
の
い
な
く
な
っ
た
土
地
な
ど
を

「
分
配
」
し
た
。
こ
の
と
き
の
記
録
が

「
分
配
塞
帳

F
F
g
p
河

3
2
2・

日
広
三
O
」
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
記
さ
れ
た
情
報
は
基
本
的
に
は
、
受
盆
者

名
、
譲
渡
財
産
(
主
に
不
動
産
〉
の
内
譲
、
財
産
の
所
在
地
、
財
産
の
数
量
な

ど
の
一
党
で
あ
り
、
西
洋
史
に
お
い
て
は
、
蛍
時
の
軍
隊
組
織
や
都
市
住
民
の

祉
禽
構
造
な
ど
を
研
究
す
る
た
め
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
を
イ

ス
ラ
ム
側
か
ら
見
て
み
る
と
、
直
前
の
ム
ワ
ッ
ヒ
ド
朝
期
の
イ
ス
ラ
ム
都
市
及

び
近
郊
農
業
地
帯
の
構
造
の
再
構
成
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
回
の
設
表

で
は
、
「
分
配
蜜
帳
」
の
解
説
と
研
究
朕
況
を
述
べ
、
イ
ス
ラ
ム
研
究
に
お
け

る
利
用
法
な
ど
を
考
え
る
。

カ
l
シ

ュ
ガ

ル

・
ホ

l
ジ
ャ
家
ア

l
フ
ァ

I
ク
統
の

活
動
の
一
端

-
1
1
ヤ
l
リ
ン
グ
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン

司
円
。
ヲ

N
E

に
つ
い
て
ー
ー
ー

新
兎

康
・
菅
原

高塩

一
七
J
一
九
世
紀
の
東
ト

ル
キ
ス
タ
ン
史
に
お
い
て
、

ト
ゥ
ル
ク
系
ム
ス
リ

ム
が
政
治
面
で
主
鐙
的
な
活
動
を
展
開
す
る
際
に
、
い
わ
ゆ
る
カ
l
シ
ュ
ガ

ル
・
ホ
l
ジ
ャ
家
は
つ
ね
に
重
要
な
役
割
を
捲
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
具

糧
問
状
況
を
検
討
す
る
た
め
の
材
料
は
、
必
ず
し
も
盟
富
と
は
言
い
難
い
。
そ

こ
で
本
報
告
で
は
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
史
料
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ヤ

1

リ
ン
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〈
ル
ン
ド
大
開
学
園
書
館
所
綴
〉
の
中
に
あ
る
巻
物
扶

の
一
篤
本
(
登
録
番
挽

ps-
MHS
を
と
り
あ
げ
た
い
。

本
篤
本
は
、
構
成
を
吟
味
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
の

隼
重
を
要
求
す
る
フ
ァ
ト
ワ

l
、
ヵ

l
シ
ュ
ガ
ル
・
ホ

l
ジ
ャ
家
の
ホ

l
ジ
ャ

た
ち
に
関
わ
る
系
譜
、
ハ
l
ン
・
ホ
l
ジ
ャ
の
タ
ズ
キ
ラ

(
U俸
設
)
と
い
う

三
部
分
か
ら
な
る
と
い
う
特
有
の
怪
裁
を
と
っ
て
い
る
。
と
く
に
タ
ズ
キ
ラ
部

分
は
、
一
八
世
紀
半
ば
の
清
朝
に
よ
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
征
服
に
際
し
て
抵
抗

し
た
ブ

ル
ハ

l
ン
・
ア
ッ
デ
ィ

1
ン

・
ホ
l
ジ
ャ
の
活
動
に
関
す
る
叙
述
を
主

要
な
内
容
と
し
て
お
り
、
掛
閣
時
の
重
大
事
件
を
扱
っ
た
ト
ゥ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム

側
の
史
料
と
し
て
濁
自
の
債
値
を
具
え
て
い
る
。
他
方
、
三
部
分
を
結
合
す
る
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形
の
篤
本
全
鐙
と
し
て
は
、
潟
本
執
筆
時
黙
(
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
〉
に
現
存

し
た
ホ
l
ジ
ャ
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
特
定
の
政
治
的
活
動
に
関

連
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
・
本
寓
本
は
そ
の
タ
ズ
キ
ラ
部
分
と
全
鐙
と
い
う
こ
側
面
か
ら
、

一
八

l
一
九
世
紀
に
お
け
る
カ
l
シ
ュ
ガ
ル
・
ホ
l
ジ
ャ
家
の
活
動
の
特
徴
的

な
断
面
を
直
接
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ブ

ル

・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
離
に
つ
い
て

近

藤

治
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ム
ガ
ル
朝
第
三
代
皇
帝
ア
ク
バ
ル
の
時
代
に
、
脅
園
の
睦
制
が
整
備
さ
れ

る
。
皇
-
帝
穫
の
確
立
を
中
心
と
し
た
こ
の
堕
制
の
最
大
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
は
、

歴
史
家
の
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
(
一
五
五
一

l
l
一
六

O
ニ
)
で
あ
っ
た
。
彼
の

描
く
皇
帝
一
観
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
著
の
一
つ
『
ア
ク

バ
ル
舎
典
』
に
主
と
し
て
銭
り
な
が
ら
、
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
プ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
一
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
普
遍
的
和
解
」

(官

5
ム

}
2
5
の
推
進
者
で
あ
る
。
紳
の
代
理
者
で
あ
る
べ
き
皇
帝
に
よ
っ

て
の
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
信
者
の
統
て
協
調
を
意
味
す
る
「
普
遍
的
和

解
」
は
寅
現
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
帯
は
、
寛
容
さ
を
具
え
た
「
完
全

人
間
」

C
S
E
a
-
E自
己
)
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
皇
一
帝
は
最
高
度
の
宗
激
的
権
威
を
有
す
る
者
と
さ
れ
る
。
一
五
七

九
年
の
マ
フ
ザ
ル
(
宣
言
)
の
夜
表
以
来
、
ア
ク
パ
ル
は
イ
ス
ラ
ム
界
に
お
い

て
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
ハ
立
法
行
篤
者
)
を
凌
駕
し
た
存
在
と
目
さ
れ
た
が
、
さ
ら

に
、
多
宗
源
が
並
存
す
る
現
貧
を
踏
ま
え
て
、
太
陽
崇
奔
と
結
合
し
た
一
種
の

皇
帝
崇
奔
が
褒
淫
し
た
。
第
三
に
、
皇
帝
は
一
帝
園
の
佳
現
者
と
さ
れ
た
。
皇
帝

の
権
威
の
強
化
は
ム
ガ
ル
一
帝
園
の
強
化
を
意
味
し
、
皇
帝
権
へ
の
背
任
は
ム
ガ

ル
帯
園
へ
の
挑
戦
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
皇
帯
一
権
の
強
化
に
資
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
や
措
置
が
考
案
さ
れ
る
。

ア
ク
パ
ル
は
、
ま
さ
に
ア
プ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
が
描
く
理
想
的
な
白
星
-
帝
翻
に
か

な
っ
た
、
近
世
間
濁
裁
君
主
で
あ
っ
た
。

宋
代
政
治
史
料
解
析
法
試
論

-
1
1
時
政
記
、
日
記
史
料
を
手
掛
か
り
と
し
て

1
l
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卒

茂

桓t

回

現
在
、
宋
代
政
治
史
研
究
は
、
李
蕪
『
繍
資
治
通
鑑
長
編
』
、
李
心
停
『
建

炎
以
来
繋
年
要
録
』
等
の
史
料
を
用
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か

し
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
る
際
、
そ
の
材
料
と
な

っ
た
各
種
史
料
の
特
質
、

編
纂
過
程
は
十
分
留
意
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
は

貧
録
・
園
史
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
は
日
暦
・
曾
要
と
い
っ
た
救
撲
史
料

を
主
に
、
私
史
・
随
筆
・
行
獄
、
墓
誌
等
の
私
撰
史
料
を
副
次
的
史
料
と
し
て

編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
日
暦
・
寅
録
・
園
史
等
の
史
料
そ
れ
自
陸
の
性

格
を
考
慮
し
た
解
析
法
の
構
築
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

さ
て
、
宋
代
の
政
治
史
研
究
の
主
た
る
材
料
と
な
る
救
撰
史
料
の
編
纂
過
程

の
大
要
を
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
と
な
る
。
起
居
注
、
時
政
記
を
も
と
に
日
暦


